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解説
　本号では、米国ケンタッキー州中央部において発生しているノカルジア性胎盤炎に関する最新情報を記載した。最近実施された現地調査および実験的調査の結果から、有用な情報が得られたが、問題点がないわけではない。
　実験的調査の目的は、特定の疾病に関する理論（仮説）の妥当性（再現性）を試すことにある。仮説は、自然発生する疾病を注意深く観察した後に立案される。再現試験により、病因、生体機能との相互作用、治療および伝染性に関する新たな疑問が出現する。
　仮説は、管理環境下で被験馬に疾病を再現させることにより、その妥当性が試される。疾病の再現により、その影響や疾病に対する反応が明らかにされるが、統計処理のためには十分な頭数の被験馬が必要である。また、調査結果に影響を与える変動要因を慎重に管理することが、有用な情報を得るうえで不可欠である。
　研究によって新たな疑問と仮説が生ずるが、最終的には実験的調査成績が、ジグソーパズルのようにはめ込まれ､疾病の症状と治療、あるいは予防法が完全に解明される。
　残念なことに、疾病のミステリーを解明する経路には、しばしば落とし穴が存在している。病原体と宿主との相互作用は複雑であり、外因性および内因性の変動要因が、疾病に対する感受性と症状の程度に影響を及ぼす。微生物の毒性、感染を引き起こす感染価、動物の年齢、品種、性別および感受性などの要因が、調査結果に影響を及ぼす可能性がある。変動要因の多くは未知の存在であるため、実験においてこれらを明らかにすることは、極めて困難（あるいは不可能）である。
　ウマの疾病を実験的に再現する試みの失敗例は、枚挙にいとまがない。よく知られた神経病である馬原虫性脊髄脳炎（ＥＰＭ）においては、ＥＰＭ感染馬から採取した多量の原虫を注射し、多量の免疫抑制剤を使用する試験によっても、再現性は認められなかった。後に、フクロネズミの腸に存在する特定の成長段階の原虫のみが、ウマに感染力をもつことが明らかになった。しかし、この原虫の接種でも軽度のＥＰＭしか再現できなかった。消化器系の重篤疾患であるポトマック熱（ＰＨＦ）は、季節的に発生し、感染馬の血液を健康馬に注射することにより伝染することから、吸血昆虫により伝播すると考えられていた。過去２０年にわたり、吸血性の昆虫を用いたＰＨＦの再現実験が頻繁に実施されてきたが、成功することはなかった。最初の成功例は、陸生のカタツムリ(吸虫が寄生している)が中間宿主であることが明らかにされた後に報告されている。馬ヘルペスウイルス１型は、妊娠後期の牝馬に流産を起こす。しかし、ワクチンの有効性を検定するための感染実験において、流産を引き起こすことは困難であった。馬インフルエンザにおいては､この疾病が伝染性の強い呼吸器系疾患であるにもかかわらず、多量のウイルスを鼻から注入しても発病させることは困難であった。再現が可能となったのは、噴霧器によるウイルス吸入が実施されてからである。
　疾病を効果的に調査して理解するためには、実験により疾病を再現する必要がある。しかし、上記の各事例から、それが常に容易に実現できるとは限らないのである。
問い合わせ先：ﾆｰﾙ･M･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ医師､電話(859)253-0571、nmwillia@ca.uky.edu.家畜疾病診断ｾﾝﾀｰ、ﾚｷｼﾝﾄﾝ、ｹﾝﾀｯｷｰ州。
各国の情報
２０００年第２四半期
　ニューマーケットの国際照合センターおよび他の機関から、以下の報告が提供された。
　馬伝染性子宮炎(CEM)が、日本で１頭発生した。米国カリフォルニア州では、５月に２歳のショーホース1頭が東部馬脳炎（EEE）と診断された。馬ヘルペスウイルス（ＥＨＶ）を原因とする流産が、ドイツ（３施設、４件）、アイルランド（２施設、２件）、日本（２施設、３件）、オランダ（少規模繁殖牧場で数例）、スウェーデン（２施設）、スイス（３件）およびイギリス（３施設、3件）において報告された。
　米国ケンタッキー中央部の１６牧場において、サラブレッド種牝馬２７頭でＥＨＶによる流産が発生した。これらはいずれもワクチン接種馬であり、３施設で複数の流産（それぞれ９件、３件、２件）が確認された。フランスではヘルペスウイルス感染による呼吸器系疾患が、広範囲に発生した。また、スイス、イギリスの複数の非サラブレッド種およびトルコのサラブレッド種牡馬（1頭）が、馬媾疹（ＥＨＶ－３）と診断された。
　前号では、フランスの乗馬センターの非サラブレッド種に、馬伝染性貧血が発生したことを報告したが、その後の追跡調査により、さらに５施設７件の発生例が確認された。デンマークの２施設では、馬ウイルス性動脈炎による呼吸器系疾患と流産が発生した。
　インフルエンザの発生は、フランス、スウェーデン、スイス、トルコ（１・2月）およびイギリスにおいて報告された。仔馬のロタウイルス感染症は、アイルランドの11施設で発生した。腺疫は、オーストラリア、デンマーク、アイルランド、スウェーデン、スイス、アラブ首長国連邦、イギリスおよびアメリカで発生した。
　トルコでは本年から「馬疾病防疫計画」に基づき、鼻疽撲滅計画、ならびにアフリカ馬疫、ＥＩＡ、媾疫および馬ウイルス性動脈炎の監視活動が実施されている。
　香港では、４～５月にシャティン競馬場と乗馬学校（6校）の繋養馬の多くに、食欲不振と微発熱が観察された。現在、その原因を究明する調査が実施されている。
　９９年に米国から香港に輸出されたサラブレッド種4歳の牡馬が、その臨床症状から馬原虫性脊髄脳炎（ＥＰＭ）と診断され、同年１２月に安楽死処分された。また、香港のすべてのウマに間接蛍光抗体法（ＩＦＡＴ）による馬ピロプラズマ病の検査が実施されたが、陽性例は摘発されていない。
アメリカ国内の情報
西ナイルウイルス（WNV）の最新情報
　これらの最新情報は、以下の各機関（Webサイト）より入手したものである。
· National Atlas of the United State（www.nationalatlas.gov/virusmap.html）
· ニューヨーク州保健局（www.health.state.ny.us）
· ＰｒｏＭｅｄ（www.promedmail.org）
· ＵＳＤＡ　米農務省（www.aphis.usda.gov.）
　集中的かつ積極的な監視活動が実施され、夏期におけるWNVに関する多くの情報が収集された。９月１８日現在、北東部の６州（ニューヨーク、ニュージャージー、コネチカット、マサチューセッツ、ロードアイランドおよびニューハンプシャー州）で、WNVの存在が報告されている（図１を参照）。（以下の情報は省略とし、代わりにInternational Collating Centreからの10月5日現在の報告を記載する。）
西ナイルウイルス（WNV）感染症－10月5日発表の報告書に基づく。

以下に示す北東部8州から、WNVの存在が報告された。すなわちニューヨーク、ニュージャージー、コネチカット、マサチューセッツ、ロードアイラインド、ニューハンプシャー、メリーランド、ペンシルヴァニアおよびワシントンDCである。ウイルスは、鳥と蚊の死骸から最も多く分離されている。ヒトの報告例は17件、内訳はニューヨーク市14件およびニュージャージー州3件であり、うち1件は死亡した。ウマの症例は23件であり、少なくとも10頭の死亡が確認されている。その内訳は、ニュージャージー州（11）、ニューヨーク州（6）、コネチカット州（4）、ロードアイランド州（1）およびマサチューセッツ州（１）であった。
全米におよぶ野外調査により、ナショナル・ワイルドライフ・ヘルス・センターは、8州にまたがって生息している53種を含む、63種の鳥2370羽からWNVが分離されたと発表した。ニューヨーク州では、大規模な監視体制が敷かれた。55種類の鳥、1011羽の死骸が陽性と判明し、うち662羽はカラスであり、56の地域に分布していた。同じニューヨーク州では、症状を呈しながら生存している鳥、ネコ、ウサギ、リス、アライグマ、トウブシマリスおよびコウモリからも、ウイルスが分離されている。
陽性を示した蚊群の大半は、ニューヨーク市内および周辺で捕獲されている。明け方、日暮れおよび日中に活動し、鳥類および哺乳動物から吸血する種を含め、異なる数種が4州で特定された。大半はアカイエカ（Culex pipens）であったが、同時にC.restuans、C.salinarus、C.melanura；Aedes species、A.japonicus、A.triseriatus、A.vexans、A.cantator、Anopheles punctipennis、Psorophora feroxも確認された。
モニターとしてニワトリが広く用いられているが、血清学的に陽転したのは、ニューヨーク州とニュージャージー州の3地点で、わずかに3羽のみである。
図１：西ナイルウイルスに関する２０００年９月１８日現在の最新情報。
ＮＹ＝ニューヨーク州：ヒト１１人、ウマ１頭、斃死した鳥類６８０羽、生存している鳥類６羽、モニター鶏群１羽、蚊の生息場所２６９ヶ所、コウモリ９羽、アライグマ１頭
ＮＨ＝ニューハンプシャー州：斃死した鳥類１羽
ＭＡ＝マサチューセッツ州：ウマ１頭、斃死した鳥類１０３羽、蚊の生息場所３ヶ所
ＲＩ＝ロードアイランド州：ウマ１頭、斃死した鳥類４羽
ＣＴ＝コネチカット州：ウマ３頭、斃死した鳥類２８０羽、蚊の生息場所４ヵ所
ＮＪ＝ニュージャージー州：ヒト１人、ウマ２頭、斃死した鳥類７２６羽、蚊の生息場所１２ヶ所
薬物とショーホース
　米国馬術連盟のホースショー協会（ＡＨＳＡ）は、シェトランドポニーからハンター種までの馬種と、障害から耐久レースまでの競技種に対し、２６項目の規則を定めている。
　１９７０年より、ＡＨＳＡの薬物・投薬プログラムが実施されており、ＡＨＳＡが認定する競技の公正および安全確保を目的とし、ウマから採取したサンプルの薬物検査が開始された。これは現在、民間による最大規模のウマの薬物検査プログラムとなっている。
　獣医師および検査技師は、競技に参加したウマから無作為に抽出し、血液および尿のサンプルを採取する。これらのサンプルはＡＨＳＡ薬物検査研究室に送付され、ウマの能力に影響を与える可能性がある薬物に対し、徹底的な検査が実施される。
　薬物は、ＡＨＳＡにより認可薬物、制限薬物および禁止薬物に分類されている。認可薬物は治療のみに使用される薬物であり、ウマの能力には影響を与えない。すなわち抗生物質、駆虫薬、一部のホルモン剤、ビタミン剤および電解質などである。制限薬物には、筋弛緩剤および５種類の非ステロイド性抗炎症薬(ＮＳＡＩＤ)、すなわちフェニルブタゾン、フルニキシン、ケトプロフェン、メクロフェナム酸およびナプロプサンが含まれている。これらの薬物は治療の目的にのみ使用されるが、競技前の使用においては、指定された間隔で厳格に定められた用量を投与しなければならない。また、３種類以上のＮＳＡＩＤの同時使用や、規定量を超える規制薬物の投与も禁止されている。禁止薬物には、ウマの能力に影響を与える薬物、あるいは禁止薬物の存在を隠蔽する薬物が含まれている。例えば、興奮薬、鎮静剤、局所麻酔薬（プロカインペニシリンの中のプロカインなど）および気分を変化させる薬物などである。他にも多くの薬物が禁止されており、例えば、コカインなどの明らかな禁止薬物、チョコレートやコーラに含有されているカフェインなどの単純な薬物などがあげられる。
　ＡＨＳＡの公式な出版物である「ホースショー･マガジン」には、薬物使用違反の概要が説明されており、罰金通知が列挙されている。ＡＨＳＡのホースショーで摘発された禁止薬物の種類と罰金額を確認するため、この雑誌の１９９８年２月号から２０００年８月号までが調査された。ただし、禁止薬物問題の中にはいまだ決着していないものもある。２０００年夏の競技会で採取されたサンプルは、現在検査中であるため、２０００年８月号までに摘発されたすべての事例が、本誌で取り上げられているわけではない。データ説明の都合上、過剰に投与された制限薬物と禁止薬物を、あわせて“禁止薬物”と呼ぶこととする。１９９８年から９９年にかけて、ＡＨＳＡは年間延べ約５００日開催された競技において、サンプルの採取・検査を実施した。２０００年には延べ約６００日開催される競技において、検査が実施される予定である。
　上記の期間中に、９４頭のウマが薬物使用の違反事例として摘発された。うち７６頭からは１種類、９頭からは２種類、８頭からは３種類、１頭からは４種類の禁止薬物が摘発された。３種類および４種類の薬物が同時に発見された事例は、いずれもＮＳＡＩＤであった。また、２種類が同時に確認された事例では、６頭にＮＳＡＩＤが使用されていたが、３頭は他の組み合わせの薬物であった。
　１種類の薬物が摘発された７６頭は、過度のＮＳＡＩＤが投与されていたケースが最も多く、その内訳はフェニルブタゾン（１５件）、フルニキシン（１５）およびケトプロフェン（１１）であった。その他のケースでは、精神安定剤／鎮静剤（１４件）、抗ヒスタミン剤（７）、局所麻酔薬（６）およびその他の薬剤（８）であった。その他の薬剤には、リタリンとメフェンテルミン（中枢神経刺激剤の一種で、ヒトへの使用も違法）が含有されていた。
　調教師は、ウマに使用された薬物に対する最終的な責任を負う義務がある。したがって禁止薬物あるいは禁止量の薬物が摘発された場合は、通常、調教師に罰金が課せられる。違反の程度によっては、ウマの調教への関与停止および競技への出場停止が命じられることもある。また、薬物使用違反のウマが獲得したすべての賞、リボンおよび賞金の返還が要求される。違反に対する罰金は、５０ドル（ＮＳＡＩＤの違反）から、７，５００ドル（強力な鎮静剤／鎮痛薬であるデトミジンの使用）までである。上記の薬物使用の９４頭に関しては、罰金総額は１１６，０００ドルであり、３３人の調教師が１，０００ドルの罰金を受けた。
　調教師と馬主は、ＡＨＳＡの薬物・投薬規則を正確に把握しておく必要がある。その規則の詳細は、薬物･投薬プログラム(℡、１－８００－ＭＥＤ－ＳＨＳＡ)、あるいはオンラインでwww.ahsa.orgにアクセスすることにより、入手できる。
問い合わせ先：ﾛﾊﾞｰﾀ･M･ﾄﾞﾜｲﾔｰ医師､電話(859)257-4285､rmdwyer@pop.uky.edu、ﾏｯｸｽｳｪﾙ･H･ｸﾞﾙｯｸウマ研究ｾﾝﾀｰ､ﾚｷｼﾝﾄﾝ､ｹﾝﾀｯｷｰ州｡
ＮＡＨＭＳエクワイン’９８の調査：ＥＶＡに対する業界の認識欠如が浮き彫りになった。
　馬ウイルス性動脈炎（ＥＶＡ）は、米農務省（ＵＳＤＡ）の全国家畜保健監視システム（ＮＡＨＭＳ）エクワイン’９８の調査対象として選択されることが多い、ウマ感染症の一つである。この調査目的は、ウマの管理に関するデータを収集することにより、市場に上場されるウマを統推計学的に処理し、馬動脈炎ウイルス（ＥＡＶ）の抗体保有状況を確認することであった。
全米２５州、８３７ヶ所（全１，０２３ヶ所の８１．８％）の市場上場馬、計７，０２７頭から血液サンプルが採取され、ＥＡＶの血清調査が実施された。また、血液の採取時には各馬のＥＶＡ予防接種歴も記録された。血液サンプルは、アイオワ州エームズにある米農務省全国獣医サービス研究所に送付され､ＥＶＡに対する中和抗体検査が実施された。
市場で実施されたアンケートにおいては、市場の職員や所有者の約５９．４％はＥＶＡとの言葉を耳にしたことがなく、２７．６％は言葉は知っているものの、知識は殆ど持ち合わせていなかった。この疾病に関する基礎知識をもっているか、熟知していると回答したのは、わずか１３．０％に過ぎなかった。
　市場規模が拡大されるほど、市場の所有者がＥＶＡに関する基礎知識を有する割合は増加した。また、地域に存在するウマの５０％以上が、主に競走あるいは繁殖目的のサラブレッド種（あるいはスタンダードブレッド種）である場合も、市場におけるＥＶＡに対する理解度は高値を示した。しかし、調査対象となった市場のうち、たとえ１頭でも地域内のウマにＥＶＡのワクチン接種が行なわれていた市場は、わずか１．６％に過ぎなかった。さらに、過去１２ヶ月以内にＥＶＡの検査が実施された市場は０．９％であった。なお、その割合は（ウマの頭数に基づく）市場規模に伴って増加した。
　ＥＶＡの中和抗体価の保有率は、ワクチン接種歴のあるウマでは２５．３％、未接種馬では２．０％であった。また、市場で少なくとも１頭の抗体保有馬が存在する率は、ワクチン接種により増加した。ワクチン未接種でかつ抗体保有率が高値を示したのは、スタンダードブレッド種であり、保有率は年齢とともに上昇した。
　今回の調査結果から、馬関連産業を対象としたＥＶＡ啓蒙プログラムを積極的に推進することにより、この疾病に対する知識不足を解消することが、緊急の課題であることが明らかとなった。過去１５年間にわたり、ＥＶＡの安全かつ有効なワクチン（ＡＲＶＡＣ○R（丸囲みR）、フォートドッジ・アニマル・ヘルス）が利用できるにもかかわらず、市場ではこのワクチンの接種は殆ど実施されていなかった。繁殖用の種牡馬を扱っている市場の牝馬所有者も、ＥＶＡの伝播には保菌種牡馬が重要な役割を果たしているとの認識は、不足していた。保菌種牡馬は、ＥＶＡの流行期から次の流行期までのウイルスの主な保有宿主となっているのである。したがって、馬開業獣医師とアメリカ馬審議会は互いに協力し、市場の所有者や管理者に、種牡馬のＥＶＡ感染確認調査の必要性を啓蒙するとともに、種牡馬のＥＶＡに関する確認を怠った場合の危険性や法的な解釈に関する情報を提示する必要がある。
　抗体調査成績から、アメリカ国内におけるＥＶＡ感染の浸潤度は、地域間格差が極めて少ないことが明らかとなった。品種別ではスタンダードブレッド種の陽性率が最も高かったが（２３．９％）、この数値は過去数回の調査で報告されたものを著しく下回っていた。すなわち、米国のウマの大半は抗体陰性であるため、ＥＡＶに接触した場合は感染する危険性が高いといえる。また、保菌状態の種牡馬やウイルス感染した精液を無制限に輸入した場合には、ＥＡＶがアメリカ全土に蔓延する危険性が高いと予測される。
　輸入時の保菌馬や汚染精液の検査により、危険性は著しく削減されるであろう。また、あらゆる品種のすべての種牡馬と生後６ヶ月から１２ヶ月までの牡駒を対象とし、戦略的なＥＶＡワクチン接種を実施することにより､保菌種牡馬の頭数をさらに削減するとともに、やがてはこのウイルスの主要な保有宿主を排除できるであろう。
　ＥＶＡに関するＮＡＨＭＳエクワイン’９８の調査結果（発表番号Ｎ３１５．０４００）についてのより詳細な情報は、米農務省疫学・家畜保健センター：ＡＰＨＩＳ：ＶＳ、ＮＡＨＭＳ、５５５Ｓｏｕｔｈ　Ｈｏｗｅｓ，Ｆｔ．Ｃｏｌｌｉｎｓ，コロラド州８０５２１；Ｅメール：ＮＡＨＭＳ　web@usda.gov；ウェブサイト；http://www.aphis.usda.gov/vs/ceach/cahmから入手することができる。
問い合わせ先：
ﾋﾟｰﾀｰ･J･ﾃｨﾓﾆｰ医師､電話(859)257-1531、ptimoney@ca.uky.edu､ﾏｯｸｽｳｪﾙ･H･ウマ研究ｾﾝﾀｰ｡
ｼﾞｮｼｰ･ﾄﾗｳﾌﾞｰﾀﾞｰｶﾞﾂ医師､ｺﾛﾗﾄﾞ州立大学､獣医学･生物医学学部｡
ｴｲﾘｰﾝ･N･ｵｽﾄﾗﾝﾄﾞ､ｹﾋﾞﾝ･R･ﾚｲｸ医師､米農務省全国獣医ｻｰﾋﾞｽ研究所､ｳｲﾙｽ研究室｡
ｸﾘｽﾁｰﾇ･A･ｶﾌﾟﾗﾙ､理学修士､ﾘﾝｾﾞｲ･P･ｶﾞｰﾊﾞｰ医師､米農務省:APHIS:VS､CEAH｡
ケンタッキー州の情報
ノカルジア性胎盤炎
　本誌９８年７月号において、ケンタッキー州中央部でノカルジア性胎盤炎の発生が急増していることを報告した。本号では、過去２年間の出産シーズンに発生した胎盤炎に関する最新情報を提供する。
　ノカルジア性胎盤炎は、胎盤炎の特異的な形態である。この疾病はケンタッキー州中央部で多く診断されているが、他の地域でも発生しているとの未確認情報もある。あらゆる年齢および品種のウマが、この疾病に感染する可能性をもっている。この疾病に感染しても臨床症状を示さない例がみられるが、多くは早期から乳腺が発達して乳汁が分泌される。罹患馬は妊娠後期に流産・死産するか、出産予定日前あるいは予定日に病弱な仔馬を出産するか、みかけ上正常な仔馬を出産するかのいずれかである。分娩後は通常、繁殖能力を回復して再感染のリスクは増加しない。ノカルジア性胎盤炎の特徴は、胎盤の頭部に炎症が発生することであるが、この炎症が角部まで拡張することは少なくない。炎症範囲は広範に及ぶことが多いが、胎盤頚部までには拡散しない。胎盤（絨毛膜）の表面は茶色の滲出物に厚く覆われ、滲出物中には脱落した絨毛膜細胞、白血球および細菌がみられる。
　病原はグラム陽性の糸状細菌であり、分類されていないが、形態・抗生物質に対する反応および核酸の相違から、少なくとも３種類が存在すると考えられる。分離菌の約６６％は同一種であると考えられており、この菌に起因する胎盤炎は、胎児あるいは仔馬を高率に死亡させる。一方、他の種類の菌に感染した牝馬の産駒は、８５％が生存すると推定されている。菌は絨毛膜上皮に侵入するが、胎児には到達しないため、胎児の障害発生は胎盤の機能不全に起因すると考えられている。
　９7年までは、家畜疾病診断センターにおける各繁殖シーズンのノカルジア性胎盤炎の発生は、平均２０件であった。しかし、９８年繁殖シーズンは９４件、９９年は１４４件の発生が確認された。本年の発生は減少し、合計４８件であった。９８および９９年の繁殖シーズンの発生件数が、以前に比較して増加した理由は不明である。他の原因による胎盤炎は、増加していない。通常、ノカルジア性胎盤炎は妊娠後期に認められるため、月別の発生件数は出産シーズンに対応している（図２を参照）。ノカルジア性胎盤炎の発生は散発的である。この病気の追跡調査を９年間にわたり実施したところ、疾病が診断された牧場の８３％は、９年間で２頭以下の発生にとどまり、６６％は１頭のみであった（図３を参照）。牧場の管理方法も獣医師の治療慣行も、ノカルジア性胎盤炎の発生に関与するものではなかった。９８～99年にかけて、ノカルジア性胎盤炎の発生を報告した獣医師と生産牧場に対し、アンケート調査が実施され、牝馬のそれまでの繁殖に関する病歴・治療歴、配合種牡馬、管理方法および環境要因の情報が収集された。しかし、ノカルジア性胎盤炎が発生した牝馬に共通する要因、あるいは作業慣行は確認されなかった。つまり、リスク･ファクター（危険要素）は不明である。
　ノカルジア性胎盤炎の再現を目的とし、菌を接種した後の生殖器からどれほどの期間、菌分離できるかを確認する研究が実施された。しかし、多量の生存可能な菌の投与も、牝馬に感染を起こすことは困難であった。すなわち、ノカルジア性胎盤炎の発生においては、未知の要因の存在が示唆されている。
図２：ノカルジア性胎盤炎の月別発生件数（９８―２０００年の繁殖シーズン）。
図３：牧場ごとのノカルジア性胎盤炎発生頭数（９１―９９年）。縦軸：牧場数、横軸：１牧場で発生した件数。
問い合わせ先：
ﾆｰﾙ･M･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ医師、nmwillia@ca.uky.edu.
ﾏｲｸ･ﾄﾞﾅﾋｭｰ医師､電話(859)253-0571､jdonahue@ca.uky.edu,家畜疾病診断ｾﾝﾀｰ。
